
 1 

平成２６年（２０１４年）招集大阪狭山市議会定例会 

６月定例月議会提出議案の概要（市長提出） 

 

 

● 議案第３５号 公平委員会の委員の選任について 

公平委員会の委員 太田
おおた

忠義
ただよし

氏の任期が本年８月８日で満了することに伴い、 

改めて同氏を選任するため、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議会

の同意を求めるもの 

 

● 議案第３６号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

固定資産評価審査委員会の委員 箔本
はくもと

康弘
やすひろ

氏の任期が本年７月２２日で満了す

ることに伴い、改めて同氏を選任するため、地方税法第４２３条第３項の規定に 

基づき、議会の同意を求めるもの 

 

● 議案第３７号 池尻財産区管理会の財産区管理委員の選任について 

池尻財産区管理会の財産区管理委員７名の任期が本年６月３０日で満了すること

に伴い、当該財産区の区域内の住民自治組織等から推薦のあった７名を同委員に 

選任するため、大阪狭山市財産区管理会の設置等に関する条例第３条第１項の規定

に基づき、議会の同意を求めるもの 

 

● 議案第３８号 大阪狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例について 

地方公務員法の一部改正に伴い、人事行政の運営等の状況の公表に関して、職員

の休業についても任命権者が市長に報告しなければならない事項に追加された 

ことから、大阪狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について所要の

改正を行うもの 

 

● 議案第３９号 大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について 

地方税法等の一部改正に伴い、大阪狭山市市税条例について所要の改正を行うも

の 

＜主な内容＞ 

・消費増税に伴う地域間の税源の偏りを是正し、自治体間の財政力格差の縮小を

図るため、法人市民税法人割の一部を国税化し、交付税財源とする措置が講じ

られることにより、法人市民税法人割の税率引下げを行う。 
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・自動車関連税制の見直しに伴い、軽自動車税の税率を引き上げるとともに、  

グリーン化を進める観点から、１３年を経過した軽自動車への重課を導入。 

・固定資産税について、公害防止用設備等の資産が、市町村が独自に軽減率を  

定めるいわゆるわがまち特例の対象となったことにより、対象資産に係る軽減

率を定める。 

 

● 議案第４０号 大阪狭山市火災予防条例の一部を改正する条例について 

昨年８月に発生した福知山花火大会火災の教訓を踏まえ、消防法施行令の一部 

改正に伴い、大阪狭山市火災予防条例について、対象火気器具等の取扱いに関する

規定を整備するほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模

な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任や火災予防上必要な業務計画の 

作成等の義務付けを行うため、所要の改正を行うもの 

 

● 議案第４１号 社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

社会教育法の一部改正により、社会教育委員の委嘱に係る基準が法律から削除 

され、文部科学省令で定める委員の基準を参酌して条例で定めることとされたこと

から、社会教育委員条例について所要の改正を行うもの 

 

● 議案第４２号 大阪狭山市公共下水道東野中継ポンプ場の改築工事委託に関する

基本協定の締結について 

大阪狭山市公共下水道東野中継ポンプ場の改築工事委託についての基本協定を

締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるもの 

 

● 議案第４３号 平成２６年度（２０１４年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第４号）に

ついて 

主に国の制度改正に伴う幼稚園就園奨励費補助金や介護施設の開設準備経費 

助成等特別対策事業費補助金などで、歳入歳出それぞれ１，９５３万１千円を増額

補正するもの 
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○ 報告第 １ 号 平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市一般会計予算繰越明許費繰越 

計算書の報告について 

平成２５年度一般会計予算において繰越明許を行った災害対策管理事業、ため池

維持管理事業、小学校整備事業に係る経費を平成２６年度に繰り越したもので、 

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費繰越計算書を報告す

るもの 

 

○ 報告第 ２ 号 平成２５年度（２０１３年度）大阪狭山市池尻財産区特別会計予算繰越 

明許費繰越計算書の報告について 

平成２５年度池尻財産区特別会計予算において繰越明許を行った一般管理事業

に係る経費を平成２６年度に繰り越したもので、前報告と同様、繰越明許費繰越 

計算書を報告するもの 

 

○ 報告第 ３ 号 平成２６年度（２０１４年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の

事業計画及び予算の報告について 

公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の平成２６年度の事業計画及び予算に

ついて報告するもの 

 


